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今までの手続きと電子申請の比較
【来庁手続きの課題】
・来庁が必要
・内容確認、受付で時間を要する
・修正あれば再度来庁
・書類の交付

【郵送手続きの課題】
・郵送が必要
・修正あれば再送が必要
・手続き完了まで期間を要する

【電子申請の利点】
・来庁は不要
・書類作成・印鑑が不要
・手続きが簡単
・申請内容の確認・修正が容易



電子申請の手順

システムログインは不要です
このフォームはアクセスして、そのまま申請を

行うことが出来ます。

申請内容を入力する
申請内容は従前の書類時の内容とほぼ同じです。

申請内容を入力・選択してください。

【注意】
これは資器材貸し出しありのフォームです。

資器材の借用はせず、講習実施計画の申請のみされる方は、
電子申請のページの「講習実施計画（資器材借用なし）」か
ら申請してください。

貸出し可能日が
カレンダー形式で表示されます。
貸出し希望日の初日を選択してください。



貸出しを希望する人形の台数（合計）を最
初に選択してください。
次に、成人人形・小児人形・乳児人形から
内訳を選択してください。

選択すれば、「次へ」を押してください



AEDトレーナー、応急手当DVDの貸出を希望される
場合は、選択してください。

選択すれば、「次へ」を押してください



テキストの提供、その他の借用希望品等あれば入力
して下さい。ない場合は入力不要です。



FASTとして講習を行う、人形を借用する場合、必ず
FAST名、代表者名等の情報を入力して下さい。

✓

市民救命士講習の有無。
市民救命士講習として実施するか、否かについて必ず選択してく

ださい。この項目が「市民救命士講習として実施する」が選択され
ていないと、講習実施計画書として申請されません。

一般的な応急手当の勉強会、講習会で修了証を発行しない。つま
り訓練資器材の貸出のみを希望される場合は、「市民救命士講習で
はない」を選択してください



入力すれば、「次へ」を押してください



申請者情報を入力して下さい。
入力すれば、「次へ」を押してください



申請内容の確認
内容を確認してください。修正点が無ければ
「登録する」を押してください。



これにて申請は完了です。
この時点で資器材貸し出しについては、仮予約です。
後日消防署より連絡があり、消防署から貸出し可能
の連絡を以て、予約確定となります。
入力頂いたメールアドレスに受付メールが届きます。
必ず、ご確認下さい。

貸出しの予約をキャンセルする場合は、受付メール
内にキャンセル手続きのURLが記載されています。
もしくは、当該消防署に電話連絡をお願いいします。


